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電子帳簿保存法改正
～12/6以降の電子取引保存宥恕の動きについて～
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12月6日 日経新聞の朝刊で電子取引の紙印刷保存禁止が2年延期されるという観測記事掲載

12月10日 自民党公明党（与党）の令和4年税制改正大綱成立：2年間の宥恕措置記載

電子帳簿保存法 電子取引保存宥恕（ゆうじょ）に関する動き

<本文＞ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への等の所轄円滑な移行のための宥恕措置の整備

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの
間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地税務署長が当該電子取引の
取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情
があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面（整然とした形式及び
明瞭な状態で出力されたものに限る。）の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、
その保存用件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

（注１）上記の改正は、令和4年１月１日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
（注２）上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録

の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の
実情に配慮し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続きを要せずその出力書面等に
よる保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

＜ポイント＞
①2年間延期ではなく現行要件のまま法律は施行。「保存要件に従って保存できなかった」時の宥恕措置が追加される。

②3年ごとの検査時に「電子取引保存の要件違反」が発覚した時点で、税務署長が宥恕するか否かを判断する

※やむを得ない事情が認められ、かつ出力書面の提示・提出の
求めに応じられる場合⇒ 宥恕が保証されるわけではない

※税務署長への事前手続きは不要

※宥恕(ゆうじょ)：許すこと



2

●12月下旬 閣議で政府の税制改正大綱として決定。関係省庁へ法令化を指示

●1月1日 現行の要件のまま電子取引の紙印刷保存禁止制度スタート

●3月末日 財務省令での電子取引保存義務違反に関する宥恕規則成立

（1月1日遡り執行）

【今後の動向：電子帳簿保存法対応PG予測】
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＜一進堂としての対応について＞
●最新情報である与党税制改正大綱をキチンと理解し、今後の宥恕措置の省令発令
までの動きをしっかりウォッチングする

●顧客訪問の中で、電子取引の電子保存義務化の告知と提案を引き続き進める

●お客様の反応・声に寄り添い丁寧に対応しながら市場情報を収集し、施策や

提案シナリオのブラッシュアップを図る

電子帳簿保存法 電子取引保存宥恕（ゆうじょ）に関する動き



※現在のペーパーレスファクスの運用は、NG

電子取引

メール

Webからのダウウンロード

ペーパレスファクス

※手動で保管庫に保存するだけではNG

特に、相談の多い「電子取引」の「電子保存」対応方法

お客様の声に寄り添い、「暫定対応と恒久対応の2段階対応」を推奨いたします。

暫定対応（2021年12月31日までに）

②真実性の確保（改ざんされていないことの証明）

・社内規定の正式発効を推奨
※電子取引の受領後の訂正削除禁止規定
※ペーパレスファクスでの改ざん防止規定

③可視性の確保（検索ルール）

・電子取引のファイル名を
「取引日_相手先_金額」にリネーム、
サーバーに保存する運用の実施

恒久対応

お客様の業務運用に適したソリューション
と運用ルールの提案

①取引書類棚卸表による現状業務の把握



お客様用確認シート

まずは、御社の取引に関する書類を棚卸してみましょう！

該当箇所に〇×
をつけて確認
してみませんか？


